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各都道府県消防防災主管部（局）長   殿 
各都道府県水防担当部（局）長    殿 
各都道府県砂防担当部（局）長    殿 
  都道府県 
各 指定都市 民生主管部（局）長  殿 
  中 核 市 

 
内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（避難生活担当） 
（ 公 印 省 略 ） 

 消 防 庁 国 民 保 護 ・ 防 災 部 防 災 課 長  
（ 公 印 省 略 ） 
国土交通省水管理・国土保全局河川環境課長  
（ 公 印 省 略 ）  
国土交通省水管理・国土保全局砂防部砂防計画課長 
（ 公 印 省 略 ） 
厚 生 労 働 省 老 健 局 高 齢 者 支 援 課 長  
（ 公 印 省 略 ）  
厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 子 育 て 支 援 課 長 
（ 公 印 省 略 ） 
厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 保 護 課 長 
（ 公 印 省 略 ） 
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長 
（ 公 印 省 略 ） 

 

社会福祉施設における避難の実効性確保に関する取組み等について 

 

令和２年７月豪雨災害において、高齢者福祉施設の利用者 14 名が亡くなるという痛まし

い被害が生じました。このような高齢者福祉施設等の被害の再発防止のため、要配慮者利用



施設における災害時の避難の実効性を確保することを目的として、令和３年５月 10 日に公

布された「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律（令和３年法律第 31 号）」

において、水防法（昭和 24 年法律第 193 号）及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防

止対策の推進に関する法律（平成 12 年法律第 57 号。以下「土砂災害防止法」という。）の

一部を改正し、一定の要配慮者利用施設の所有者又は管理者（以下「施設管理者等」という。）

が作成した洪水時等における施設利用者の避難確保計画について、当該計画の報告を受けた

市町村長が当該施設管理者等に対して、必要な助言又は勧告することができる制度を創設し

たところです。 

また、これと同時に、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）についてもその一部を

改正し、市町村長に対して、避難行動要支援者の個別避難計画の作成を努力義務化すること

といたしました。 

つきましては、本件に関する留意点等を下記のとおり通知しますので、適切に対応してい

ただくようお願いいたします。また、各都道府県におかれては、速やかに関係事項を市町村

に周知の上、必要な支援を実施していただくようお願いいたします。 
なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項に規定する技

術的な助言であることを申し添えます。 
 

記 

１．社会福祉施設における避難の実効性確保に関する取組みについて 

（１）避難確保計画の令和３年度内作成について 

水防法又は土砂災害防止法に基づき、市町村地域防災計画に定められた要配慮者利用施設

については、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務づけられており、国土交通省の

水防災意識社会再構築ビジョン緊急行動では、令和３年度末までにすべての要配慮者利用施

設で避難確保計画を作成することを目標としている。 
この目標達成に向け、施設管理者等に働きかけるなど、必要な取組みを行うこと。 

 
（２）水防法等の改正に伴う助言・勧告に資するチェックリストについて 

令和３年５月に水防法及び土砂災害防止法の一部が改正され、災害対策基本法第 42 条第

１項に規定する市町村地域防災計画にその名称等を定められた要配慮者利用施設について

は、施設管理者等が作成した洪水時等における施設利用者の避難確保計画について、当該計

画の報告を受けた市町村長が当該施設管理者等に対して、必要な助言又は勧告をすることが

できる制度が創設された。 
別紙１の「社会福祉施設の避難確保計画（非常災害対策計画を含む）チェックリスト」及

び、別紙２の「社会福祉施設の避難確保計画に関する地方公共団体の各部局の連携体制の構

築」を活用して、各避難確保計画の内容を確認し、当該計画の報告を行った施設管理者等に

対して適切に助言・勧告を行うこと。 
なお、施設管理者等が新たに避難確保計画を作成又は変更する場合には、当該作成又は変

更後の計画と併せて別紙１の提出を求めること、既に避難確保計画を作成し、市町村長に報



告している施設管理者等については、当該計画に基づく避難訓練の結果報告の際に、別紙１

の提出を求めることなどにより、実効性のある避難確保計画が作成されるよう取り組むこと。 
 
（３）水防法等の改正に伴う避難訓練結果の報告について 

 令和３年５月に水防法及び土砂災害防止法が改正され、避難訓練を実施した場合には、施

設管理者から市町村長に対して、訓練結果を報告することが義務化された。 
ついては、施設管理者等に対し、避難訓練を原則として年一回以上実施させ、訓練実施後

は概ね１ヶ月を目安に、別紙３の「訓練実施結果報告書（様式例）」を参考に、訓練結果を

報告させること（訓練内容を分けて複数日で実施する場合は最後にまとめて報告することが

できる）。 
 
（４）災害対策基本法改正に伴う手引きの読替え等について 

令和３年５月に災害対策基本法が改正され、避難勧告と避難指示が避難指示へ一本化され

た。 
ついては、「避難確保計画作成の手引き（国土交通省：令和２年６月改定）」等のガイドブ

ックは、令和２年７月豪雨災害を踏まえて厚生労働省と国土交通省は共同で有識者検討会※

１を設置し、内閣府や消防庁の参加の下で、高齢者福祉施設の避難の実効性確保の方策を検

討し、令和３年３月にとりまとめられた検討成果※２を踏まえて、内容の充実を検討している

ところであり、改定されるまでは、「警戒レベル３避難準備・高齢者等避難開始」は、「警戒

レベル３高齢者等避難」に読み替え、「警戒レベル４避難勧告、避難指示（緊急）」は、「警

戒レベル４避難指示」に読み替え、「警戒レベル５災害発生情報」は、「警戒レベル５緊急安

全確保」に読み替えることとするので、この旨、施設管理者等に周知すること。 
避難情報は命に関わる重要な情報であるため、別紙４の新たな避難情報に関する周知チラ

シを印刷し、要配慮者利用施設等において避難行動要支援者の目に触れる場所に掲示するよ

う、施設管理者等に働きかけるなど、必要な取組を行うこと。 
 
（５）避難の実効性を確保するための留意点について  
このほか、令和３年３月の検討成果※２を踏まえ、別紙５のとおり「社会福祉施設※３にお

ける避難の実効性を確保するための留意点」を整理したので、施設管理者等に周知するとと

もに、同留意点を参考に避難体制等の充実に取り組むこと。 
 
２．施設入所から在宅サービスに移行する者等の取扱いについて 

令和３年５月に災害対策基本法が改正され、自ら避難することが困難な高齢者や障害者等

の避難行動要支援者については、新たに個別避難計画の作成が市町村の努力義務とされた。 

このことを踏まえて、個別避難計画の作成手順などを明示した具体的な取組指針である

「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」（平成 25 年８月）を改定※４してい

る。 
自ら避難することが困難な高齢者や障害者等について、要配慮者利用施設に入所している



際は、避難確保計画によって避難方法が定められているが、施設入所から在宅サービスに移

行するなど生活拠点を変更した場合、避難確保計画の対象から外れることになる。このため、

速やかに避難行動要支援者名簿を更新し、個別避難計画の策定に努め、切れ目なく避難支援

等を実施することが重要である。 
避難行動要支援者名簿や個別避難計画の担当部局は、庁内において防災、土木、福祉や保

健の担当部局の、庁外において、社会福祉施設や施設団体の協力を得て、以下の例を参考に

高齢者や障害者等の情報を確実に把握するための仕組みの構築に努めること。また、当該情

報を把握した避難行動要支援者名簿担当部局は、当該高齢者や障害者等が市町村の避難行動

要支援者と判断される場合には、速やかに避難行動要支援者名簿を更新すること。そのうえ

で、この更新により名簿に記載等された避難行動要支援者について、各市町村の優先度の考

え方を踏まえ、個別避難計画の作成に努めること。なお、個別避難計画作成等については、

支援策等を別紙６に示しているので、これを活用して作成に取り組むこと。  
＜把握のための取組例＞ 
〇 市町村の福祉部局が、要介護者に係る居宅サービス計画作成依頼の届出などの居宅サ

ービス計画に係る手続き、障害者に係るサービス等利用計画に係る審査や請求などの手

続きを契機に、社会福祉施設から在宅に移る高齢者や障害者等を把握した場合、避難行

動要支援者名簿担当部局に連絡する。 
〇 社会福祉施設は、自治体から求めがあった場合、在宅に移る高齢者や障害者等がいる

ときは、市町村の避難行動要支援者名簿担当部局に連絡する。 
 
※１ 令和２年７月豪雨災害を踏まえた高齢者福祉施設の避難確保に関する検討会 

厚生労働省 HP https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-rouken_520284_00015.html 
国土交通省 HP https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/koreisha_hinan/index.html 

 
※２ 「令和２年７月豪雨災害を踏まえた高齢者福祉施設の避難確保に関する検討会」のと

りまとめ成果の公表 
厚生労働省ＨＰ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17780.html 
国土交通省ＨＰ https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo04_hh_000155.html 

 
※３ 地域防災計画に位置づけられる要配慮者利用施設のうち、社会福祉施設（これに類

する施設を含む）を対象とする。 

具体的には、老人福祉施設、有料老人ホーム、認知症対応型老人共同生活援助事業の 

用に供する施設、身体障害者社会参加支援施設、障害者支援施設、地域活動支援センタ 

ー、福祉ホーム、障害福祉サービス事業の用に供する施設、保護施設、児童福祉施設、 

障害児通所支援事業の用に供する施設、児童自立生活援助事業の用に供する施設、放課 

後児童健全育成事業の用に供する施設、子育て短期支援事業の用に供する施設、一時預 

かり事業の用に供する施設、児童相談所、母子・父子福祉施設、母子健康包括支援セン 

ター、これらに類する施設とする。 



※４ 「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」の改定（令和 3年 5月） 

 内閣府ＨＰ http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/youengosya/r3/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先 

 内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（避難生活担当） 

避難行動要支援者担当 藤田、近藤、松崎 

電話 03-5253-2111（内線 51354） 

消防庁国民保護・防災部防災課 

  防災調整係 青木、朝香 

   電話 03-5253-7525（直通） 

国土交通省水管理・国土保全局河川環境課 

水防企画室津波水防係長 太田 

電話 03-5253-8111（内線 35457） 

国土交通省水管理・国土保全局砂防部砂防計画課 

地震・火山砂防室地震対策係長 今野 

電話 03-5253-8111（内線 36154） 

厚生労働省老健局高齢者支援課 

施設係 渡辺、新井、望月  

電話 03-5253-1111（内線 3927） 

厚生労働省子ども家庭局子育て支援課施設調整等業務室 

  調整係 下間、井上 

電話 03-5253-1111（内線 4960） 

厚生労働省 社会・援護局 保護課 

  自立支援係 内野、飯田、白木澤 

   電話 03-5253-1111（内線 2833） 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

  福祉財政係 当新、石塚 

   電話 03-5253-1111(内線 3035) 


